
2 広報　いたばし 令和８年(２０26年)４月25日（土）

※費用の明示がないものは無料

最新情報は区ホームページをご覧ください

税 　 金
コンビニエンスストアで交付する 
税証明書の年度を切り替えます
　６月８日㈪から、令和８年度の税証明書の発
行を開始します。これ以降、６年度の税証明書
は、コンビニエンスストアでは発行できません
ので、ご注意ください。
▶変更内容＝「令和６年度・７年度」を「令和７
年度・８年度」に変更※詳しくは、お問い合わ
せください。▶問＝課税課税務係☎3579−2095

軽自動車税納税通知書を 
お送りします
　軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者に
課税されます。令和８年度の納税通知書を５月
11日㈪にお送りしますので、６月１日㈪まで
に、お近くの金融機関・コンビニエンスストア
などでお支払いください。※４月２日以降に廃
車届を出した場合も、８年度の課税対象になり
ます。
軽自動車税の減免
▶対象＝次のいずれかの要件を満たす車両
●�身体または精神に障がいがある方などのため
に使用する

●生活保護を受給している方が所有する
●�身体に障がいがある方の利用に供する（車い
す移動車など）

▶申請期限＝６月１日㈪※申請方法など詳しく
は、区ホームページをご覧になるか、お問い合
わせください。

[いずれも]
▶問＝課税課税務係☎3579−2095

お 知らせ
５月から区政情報閲覧用パソコンを
設置します
　区のサービス・情報を閲覧できるパソコンコ
ーナーを開設します。
▶とき＝５月上旬から▶ところ＝区政資料室
（区役所１階⑦窓口）▶定員＝１人※利用・申込
方法など詳しくは、区ホームぺージをご覧くだ
さい。▶問＝区政情報課情報公開係☎3579−
2020

ハトモニター募集
　野生のハトによる被害を防止するため、忌避
剤などの対策グッズの効果などに関する調査の
モニターを募集します。※参加者は後日、結果
報告書の提出が必要。
▶対象＝区内在住の方または区内に事業所を有
しており、野生のハトによる被害が確認できる
方▶定員＝60人（抽選）▶申込期間＝５月１日㈮
〜６月30日㈫※申請方法など詳しくは、区ホー
ムページをご覧いただくか、お問い合わせくだ
さい。▶問＝環境政策課自然環境保全係☎3579
−2593

しょうぶ湯を行います
▶とき＝５月５日㈷▶ところ＝区内各浴場※詳
しくは、板橋区浴場組合ホームページをご覧く
ださい。▶費用＝入浴料▶問＝産業振興課商業
振興係☎3579−2171

里親説明会
▶とき＝５月14日㈭18時30分〜
20時30分▶対象＝区内在住の世
帯▶定員＝８組（申込順）▶とこ
ろ・申込・問＝電話・電子申請
（区ホームページ参照）で、子ど
も家庭総合支援センター援助課
里親係☎5944−2374

就学に心配があるお子さんの相談
▶期間＝５月25日㈪〜11月30日㈪
▶対象＝次のいずれかの要件を満たす方
🅐�来年４月に小学校に入学予定で、特別支援学
級または都立特別支援学校の小学部への入学
を希望する
🅑�来年４月に小学校に入学予定で、特別支援教
室の利用を希望する
🅒�来年４月から区立中学校の特別支援学級また
は都立特別支援学校の中学部への入学を希望
する
🅓�就学猶予または免除を受けていて、来年４月
から就学を希望する

▶申込・問＝🅐🅑５月18日㈪〜９月30日㈬に、
電子申請（区ホームページ参照）🅒🅓６月１日㈪
〜９月30日㈬に、電話で、教育支援センター教
育相談係☎3579−2198

都営住宅入居者募集
▶募集内容＝世帯向け（一般募集住宅）、若年夫
婦・子育て世帯向け（定期使用住宅）など※対象
・募集戸数など詳しくは、募集案内をご覧くだ
さい。▶募集案内の配布場所＝５月７日㈭〜15
日㈮に、住宅政策課（区役所５階⑭窓口）・庁舎
案内（区役所１階）・赤塚支所・各地域センター
・各区民事務所・各福祉課・東京都住宅供給公
社ホームページ※夜間・土曜・日曜は、区役所
の夜間受付で配布▶申込＝５月21日（必着）ま
で、必要書類を郵送で、渋谷郵便局※同公社ホ
ームページからも申込可▶問＝同公社募集セン
ター☎0570−010−810（申込期間中）・☎3498−
8894（申込期間以外）、板橋区住宅政策課住宅運
営係☎3579−2187※区営住宅・区立高齢者住宅
（けやき苑）・改良住宅・都営住宅の板橋区地元
割当は、５月下旬に募集予定。詳しくは、今後
発行の「広報いたばし」・区ホームページでお知
らせします。

区民と区長との懇談会 
（成増地区）の参加者募集
▶とき＝７月１日㈬14時〜15時30分▶ところ＝
成増アクトホール▶内容＝地域の課題・区政に
関する意見交換▶対象＝成増地域センター担当
地域（成増、赤塚三丁目・四丁目、赤塚五丁目
18〜36番、三園一丁目）に在住の方▶募集人数
＝🅐発言者…３人（書類選考）🅑傍聴者…５人
（申込順）▶申込・問＝🅐５月21日（必着）まで直
接または郵送・Ｅメールで、🅑４月27日㈪朝９
時から電話で、広聴広報課広聴係（区役所４階
㉓窓口）☎3579−2024 kkouho@city.itabashi.
tokyo.jp※🅐は当日発言したい内容１件（800字
以内）と、別紙に申込記入例（８面）の項目を明
記。手話通訳を希望する場合はその旨を明記。

蓮根朝市
▶とき＝４月26日㈰朝６時30分から▶ところ＝蓮
根中央商店会（都営三田線「蓮根」下車）▶目玉商品
＝魚の西京漬け
上板橋南口朝市マルシェ
▶とき＝５月３日㈷７時〜９時▶ところ＝上板南
口銀座商店街（東武東上線「上板橋」下車）▶内容＝
キッチンカー出店

朝 市〈産業振興課〉

生涯学習課文化財係☎3579−2636問　合

　日曜寺・観明寺・中台延命寺などの文化財を、歴史・美術
史の視点から解説・紹介しています。
▶閲覧場所＝生涯学習課（区役所６階⑮窓口）・区政資料室（区
役所１階⑦窓口）・区立各図書館・郷土資料館※区政資料室
・郷土資料館で、有償頒布（640円）も行っています。

「板橋の寺院　真言宗編」を発行しました

　令和８年度に、定期調査・検査報告が必要な
建物などは、 表 のとおりです。いずれも有資
格者による調査・検査報告が義務付けられてい
ます。

▶問
●各対象について…各団体
● �制度全般について…板橋区建築指導課設備審
査係☎3579−2577

建築物などの定期調査・検査報告を 
お願いします

対　象 用　途 報告時期 問

建築物
（特定建築物）

劇場・映画館・演芸場・旅館・ホテル 11月１日～来
年１月
※毎年報告す
る義務あり （公財）東京都防災・

建築まちづくりセン
ター☎5989−1929

観覧場（屋外観覧場を除く）・公会堂・集会場
百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など
● �百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗など（毎年報告のものを除く）
● �展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・
遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店

● �複合用途建築物（共同住宅などの複合用途・事務所などを除く）
● �事務所その他これに類するもの

５月～10月
※３年ごとに
報告する義務
あり

防火設備 随時閉鎖または作動できるもの（防火ダンパーを除く）
前年の報告日
の翌日から起
算して１年を
経過する日ま
で
※毎年報告す
る義務あり

（公財）東京都防災・
建築まちづくりセン
ター☎5989−1937

建築設備

換気設備（自然換気設備を除く）
（一財）日本建築設
備・昇降機センター
☎3591−2421

排煙設備（排煙機または送風機を有するもの）
非常用の照明装置
給水設備・排水設備（給水タンクなどを設けるもの）

昇降機
エレベーター（労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く） （一社）東京都昇降機

安全協議会☎6304
−2225

エスカレーター
小荷物専用昇降機（テーブルタイプを除く）

表  定期調査・検査報告対象

▲詳しくは
こちらから


